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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用に際し、基本説明を受ける必要がある特殊薬剤の継続的使用が必要な患者である特
殊薬剤使用患者についての情報である特殊薬剤使用患者情報を記憶する特殊薬剤使用患者
情報記憶部と、
　当該薬剤の前記基本説明を受けた医療従事者である既説明医療従事者の情報である既説
明医療従事者情報を記憶する既説明医療従事者情報記憶部と、
　前記特殊薬剤使用患者が使用している当該特殊薬剤の継続的使用を転院後も希望すると
き、転院先の医療機関において前記特殊薬剤の前記基本説明を受けた前記医療従事者であ
る希望合致医療従事者を特定し、特定された前記希望合致医療従事者を担当する担当者の
端末である担当者端末に受入依頼情報を送信し、
　前記希望合致医療従事者が受入可能である受入可能情報を受信した後、前記希望合致医
療従事者及び／又は前記希望合致医療従事者の所属する医療機関の端末に、前記特殊薬剤
使用患者情報を提供する構成となっていることを特徴とする医療従事者紹介装置。
【請求項２】
　前記希望合致医療従事者が複数存在するときは、前記特殊薬剤の使用頻度情報に基づい
て優先順位情報を関連付ける構成となっていることを特徴とする請求項１に記載の医療従
事者紹介装置。
【請求項３】
　転院希望情報が地理的情報を含むときは、前記既説明医療従事者が所属する医療機関の
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地理的情報に基づいて前記希望合致医療従事者を特定することを特徴とする請求項１又は
請求項２に記載の医療従事者紹介装置。
【請求項４】
　前記担当者端末と、
　前記希望合致医療従事者及び／又は前記希望合致医療従事者の所属する医療機関の端末
と、
　これらと通信可能な請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の前記医療従事者紹介
装置と、を備えることを特徴する医療従事者紹介システム。
【請求項５】
　コンピュータを、使用に際し、基本説明を受ける必要がある特殊薬剤の継続的使用が必
要な患者である特殊薬剤使用患者についての情報である特殊薬剤使用患者情報を記憶する
特殊薬剤使用患者情報記憶部、当該薬剤の前記基本説明を受けた医療従事者である既説明
医療従事者の情報である既説明医療従事者情報を記憶する既説明医療従事者情報記憶部と
して機能させ、
　前記特殊薬剤使用患者が使用している当該特殊薬剤の継続的使用を転院後も希望すると
き、転院先の医療機関において前記特殊薬剤の前記基本説明を受けた前記医療従事者であ
る希望合致医療従事者を特定し、特定された前記希望合致医療従事者を担当する担当者の
端末である担当者端末に受入依頼情報を送信し、前記希望合致医療従事者が受入可能であ
る受入可能情報を受信した後、前記希望合致医療従事者及び／又は前記希望合致医療従事
者の所属する医療機関の端末に、前記特殊薬剤使用患者情報を提供するように機能させる
ための医療従事者紹介プログラム。
【請求項６】
　使用に際し、基本説明を受ける必要がある特殊薬剤の継続的使用が必要な患者である特
殊薬剤使用患者についての情報である特殊薬剤使用患者情報を特殊薬剤使用患者情報記憶
部に記憶し、
　当該薬剤の前記基本説明を受けた医療従事者である既説明医療従事者の情報である既説
明医療従事者情報を既説明医療従事者情報記憶部に記憶し、
　前記特殊薬剤使用患者が使用している当該特殊薬剤の継続的使用を転院後も希望すると
き、転院先の医療機関において前記特殊薬剤の前記基本説明を受けた前記医療従事者であ
る希望合致医療従事者を特定し、特定された前記希望合致医療従事者を担当する担当者の
端末である担当者端末に受入依頼情報を送信し、
　前記希望合致医療従事者が受入可能である受入可能情報を受信した後、前記希望合致医
療従事者及び／又は前記希望合致医療従事者の所属する医療機関の端末に、前記特殊薬剤
使用患者情報を提供する構成となっていることを特徴とする医療従事者紹介方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療従事者の治療を受けている患者の転院先等を紹介する医療従事者紹介装
置、医療従事者紹介システム、医療従事者紹介プログラム、医療従事者紹介方法に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、急性期型病院に入院している患者を、療養型病院に転院させるときに、患者の症
状に応じた適切な病院を探し出すための医療連携支援システムの提案がなされている（例
えば、特許文献１等）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８―１２９６２０号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、病院に入院している患者が、例えば、がん患者の場合は、副作用の発現率が
極めて高いが効果のある抗がん剤を使用している場合あり、かかる抗がん剤を医師等が処
方するときは、当該抗がん剤の製造元の製薬会社による処方説明会等を受講し、あるいは
製薬会社・学会等に薬剤の使用許諾を受ける必要がある。
　しかし、そのような処方説明会等の受講経験等がある医師等が所属している病院等を探
し出すことは極めて困難であり、例えば、患者が同じ抗がん剤を継続使用しながら、自宅
付近の病院等への転院を希望する場合、適切な医師等が所属する病院を発見することは、
特に困難になるという問題があった。
【０００５】
　そこで、本発明は、製薬会社等による説明を受講等する必要のある特殊な薬剤であって
も、かかる薬剤の説明の受講歴等がある医師等の医療従事者を速やかに紹介することので
きる医療従事者紹介装置、医療従事者紹介システム、医療従事者紹介プログラム、医療従
事者紹介方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記目的は、本発明によれば、使用に際し、基本説明を受ける必要がある特殊薬剤の継
続的使用が必要な患者である特殊薬剤使用患者についての情報である特殊薬剤使用患者情
報を記憶する特殊薬剤使用患者情報記憶部と、当該薬剤の前記基本説明を受けた医療従事
者である既説明医療従事者の情報である既説明医療従事者情報を記憶する既説明医療従事
者情報記憶部と、前記特殊薬剤使用患者が使用している当該特殊薬剤の継続的使用を転院
後も希望するとき、転院先の医療機関において前記特殊薬剤の前記基本説明を受けた前記
医療従事者である希望合致医療従事者を特定し、特定された前記希望合致医療従事者を担
当する担当者の端末である担当者端末に受入依頼情報を送信し、前記希望合致医療従事者
が受入可能である受入可能情報を受信した後、前記希望合致医療従事者及び／又は前記希
望合致医療従事者の所属する医療機関の端末に、前記特殊薬剤使用患者情報を提供する構
成となっていることを特徴とする医療従事者紹介装置により達成される。
【０００７】
　前記構成によれば、使用に際し、基本説明を受ける必要がある特殊薬剤（例えば、分子
標的抗がん剤等）の継続的使用が必要な患者の情報である特殊薬剤使用患者情報（分子標
的抗がん剤等を使用している患者の自宅所在地区、服用期間等の情報）を記憶する特殊薬
剤使用患者情報記憶部を有している。
　また、当該薬剤の基本説明を受けた医療従事者（例えば、医師、がん専門薬剤師等）の
情報である既説明医療従事者情報（医師やがん専門薬剤師等の所属病院、その病院の住所
情報、当該分子標的抗がん剤等の使用歴情報等）を記憶する既説明医療従事者情報記憶部
も有している。
　このため、特殊薬剤使用患者の転院希望情報（例えば、自宅所在地区近くの病院の医師
）に基づいて、希望に合致する医療従事者を特定することができる。
【０００８】
　また、特定された希望合致医療従事者を担当する医薬情報担当者（例えば、ＭＲ）の端
末に受入依頼情報を送信し、ＭＲ等に当該希望合致医療従事者である医師等に、前記患者
の受入が可能か否かを打診させることができる。
　したがって、本発明は、製薬会社等による説明を受講等する必要のある特殊な薬剤であ
っても、かかる薬剤の説明の受講歴等がある医師等の医療従事者を速やかに紹介し、その
受入可能性を打診させることができる。
　また、希望医療従事者である医師等が受入可能である受入可能情報を受信した後、希望
医療従事者及び／又は希望医療従事者の所属する医療機関（例えば、病院）の端末に、前
記特殊薬剤使用患者情報を提供する構成となっている。
　このため、当該患者の例えば、分子標的抗がん剤等の特殊薬剤の服用履歴や副作用等の
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情報を速やかに受入先の医師等に提供することができる。
【０００９】
　好ましくは、前記希望合致医療従事者が複数存在するときは、前記特殊薬剤の使用頻度
情報に基づいて優先順位情報を関連付ける構成となっていることを特徴とする。
【００１０】
　前記構成によれば、希望合致医療従事者が複数存在するときは、特殊薬剤の使用頻度情
報（例えば、使用回数等）に基づいて優先順位情報を関連付ける構成となっているので、
より当該薬剤の投与に熟練している医師等を優先的に紹介することができる。
【００１１】
　好ましくは、転院希望情報が地理的情報を含むときは、前記既説明医療従事者が所属す
る医療機関の地理的情報に基づいて前記希望合致医療従事者を特定することを特徴とする
。
【００１２】
　前記構成によれば、転院希望情報が地理的情報（例えば、患者の自宅から近い等）を含
むときは、既説明医療従事者が所属する医療機関（例えば、病院）の地理的情報（例えば
、住所）に基づいて希望合致医療従事者を特定する。
　このため、当該患者の希望に合致した病院等を速やかに特定することができる。
【００１３】
　好ましくは、前記担当者端末と、前記希望合致医療従事者及び／又は前記希望合致医療
従事者の所属する医療機関の端末と、これらと通信可能な請求項１乃至請求項３のいずれ
か１項に記載の前記医療従事者紹介装置と、を備えることを特徴する。
【００１４】
　前記目的は、本発明によれば、コンピュータを、使用に際し、基本説明を受ける必要が
ある特殊薬剤の継続的使用が必要な患者である特殊薬剤使用患者についての情報である特
殊薬剤使用患者情報を記憶する特殊薬剤使用患者情報記憶部、当該薬剤の前記基本説明を
受けた医療従事者である既説明医療従事者の情報である既説明医療従事者情報を記憶する
既説明医療従事者情報記憶部として機能させ、前記特殊薬剤使用患者が使用している当該
特殊薬剤の継続的使用を転院後も希望するとき、転院先の医療機関において前記特殊薬剤
の前記基本説明を受けた前記医療従事者である希望合致医療従事者を特定し、特定された
前記希望合致医療従事者を担当する担当者の端末である担当者端末に受入依頼情報を送信
し、前記希望合致医療従事者が受入可能である受入可能情報を受信した後、前記希望合致
医療従事者及び／又は前記希望合致医療従事者の所属する医療機関の端末に、前記特殊薬
剤使用患者情報を提供するように機能させるための医療従事者紹介プログラムにより達成
される。
【００１５】
　前記目的は、本発明によれば、使用に際し、基本説明を受ける必要がある特殊薬剤の継
続的使用が必要な患者である特殊薬剤使用患者についての情報である特殊薬剤使用患者情
報を特殊薬剤使用患者情報記憶部に記憶し、当該薬剤の前記基本説明を受けた医療従事者
である既説明医療従事者の情報である既説明医療従事者情報を既説明医療従事者情報記憶
部に記憶し、前記特殊薬剤使用患者が使用している当該特殊薬剤の継続的使用を転院後も
希望するとき、転院先の医療機関において前記特殊薬剤の前記基本説明を受けた前記医療
従事者である希望合致医療従事者を特定し、特定された前記希望合致医療従事者を担当す
る担当者の端末である担当者端末に受入依頼情報を送信し、前記希望合致医療従事者が受
入可能である受入可能情報を受信した後、前記希望合致医療従事者及び／又は前記希望合
致医療従事者の所属する医療機関の端末に、前記特殊薬剤使用患者情報を提供する構成と
なっていることを特徴とする医療従事者紹介方法により達成される。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明は、製薬会社等による説明を受講等する必要のある特殊な薬剤であっても、かか
る薬剤の説明の受講歴等がある医師等の医療従事者を速やかに紹介することのできる医療
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従事者紹介装置、医療従事者紹介システム、医療従事者紹介プログラム、医療従事者紹介
方法を提供することができるという利点がある。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の医療従事者紹介システムである例えば、地域医療連携システム１の主な
構成を示す概略図である。
【図２】図１の管理サーバ１０の主な構成を示す概略ブロック図である。
【図３】第１の各種情報記憶部の主な内容を示す概略ブロック図である。
【図４】第２の各種情報記憶部の主な内容を示す概略ブロック図である。
【図５】第３の各種情報記憶部の主な内容を示す概略ブロック図である。
【図６】第４の各種情報記憶部の主な内容を示す概略ブロック図である。
【図７】第５の各種情報記憶部の主な内容を示す概略ブロック図である。
【図８】本システムの主な動作例を示す概略フローチャートである。
【図９】本システムの主な動作例を示す他の概略フローチャートである。
【図１０】本システムの主な動作例を示す他の概略フローチャートである。
【図１１】本システムの主な動作例を示す他の概略フローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、この発明の好適な実施の形態を添付図面等を参照しながら、詳細に説明する。
　尚、以下に述べる実施の形態は、本発明の好適な具体例であるから、技術的に好ましい
種々の限定が付されているが、本発明の範囲は、以下の説明において特に本発明を限定す
る旨の記載がない限り、これらの態様に限られるものではない。
【００１９】
　図１は、本発明の医療従事者紹介システムである例えば、地域医療連携システム１の主
な構成を示す概略図である。
　図１に示すように、本システム１は、使用に際し、医療従事者である例えば、医師やが
ん専門薬剤師等が基本説明を受ける必要がある特殊薬剤である例えば、分子標的抗がん剤
である「Ｘ薬剤」を製造するＺ製薬会社が管理する医療従事者紹介装置である例えば、管
理サーバ１０を有している。
【００２０】
　また、図１に示すように、医療機関である例えば、Ａ病院には、医師である例えば、Ｂ
医師端末２やがん専門の薬剤師であるＧがん専門薬剤師の端末（Ｇがん専門薬剤師端末３
）等を備えている。
　図１に示すＢ病院も同様に医師であるＤ医師のＤ医師端末４及びＨがん専門薬剤師端末
５を備えている。
　そして、これらＢ医師端末２、Ｇがん専門薬剤師端末３、Ｄ医師端末４及びＨがん専門
薬剤師端末５は、図１に示すように、インターネット網６を介して、管理サーバ１０と通
信可能な構成となっている。
【００２１】
　また、本システム１は、Ｗ製薬会社の従業員で医薬情報担当者である例えば、ＭＲ（Ｍ
ｅｄｉｃａｌ　Ｒｅｐｒｅｓｅｎｔｉｖｅ）であるＺ氏が所持する医薬情報担当者端末で
ある例えば、ＭＲ（Ｚ）端末７や、ＭＲであるＹ氏が所持するＭＲ（Ｙ）端末８を有し、
これらの端末７、８は、基地局９ａ、９ｂを介してインターネット網６に接続されている
。
　したがって、端末７、８は、インターネット網６を介して、管理サーバ１０、Ｂ医師端
末２、Ｇがん専門薬剤師端末３、Ｄ医師端末４及びＨがん専門薬剤師端末５と通信可能な
構成となっている。
【００２２】
　図１に示す、ＭＲ（Ｚ）端末７、ＭＲ（Ｙ）端末８、管理サーバ１０、Ｂ医師端末２、
Ｇがん専門薬剤師端末３、Ｄ医師端末４及びＨがん専門薬剤師端末５は、コンピュータを
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有し、コンピュータは、図示しないＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕ
ｎｉｔ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　
Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）等を有し、これらは、バス等を介して接続されている。
【００２３】
　図２は、図１の管理サーバ１０の主な構成を示す概略ブロック図である。
　図２に示すように、管理サーバ７０は、「制御部１１」を有し、制御部１１は、「通信
装置１２」、「ディスプレイ１３」及び「各種情報入力装置１４」を制御する。
　また、制御部１１は、図２に示す「第１の各種情報記憶部２０」、「第２の各種情報記
憶部３０」、「第３の各種情報記憶部４０」、「第４の各種情報記憶部５０」及び「第５
の各種情報記憶部６０」も制御する。
【００２４】
　図３乃至図７は、それぞれ「第１の各種情報記憶部２０」、「第２の各種情報記憶部３
０」、「第３の各種情報記憶部４０」、「第４の各種情報記憶部５０」及び「第５の各種
情報記憶部６０」の主な内容を示す概略ブロック図である。これらの内容については後述
する。
【００２５】
　図８乃至図１１は、本システム１の主な動作例を示す概略フローチャートである。
　本実施の形態では、病院Ａにがん治療で入院中の患者に医師ＢがＷ製薬会社の「Ｘ薬剤
」を処方する場合を例に以下、説明する。
　なお，本実施の形態では、以下、医師の例を中心に説明するが、Ｘ薬剤を扱う「がん専
門薬剤師」等についても、医師と同様に対象となっている。がん専門薬剤師の場合も医師
と同様、又は準じた取り扱いとなるため、その説明を省略する。
【００２６】
　なお、図１のＷ製薬会社の管理サーバ１０には、図３に示すように、「全国病院情報記
憶部２１」を有している。同記憶部２１には「病院名」「病院住所」「診療科種類」「病
床数」「院長」「所属医師名」「医師ＩＤ」「医師ＰＷ」「担当ＭＲ」等の情報が含まれ
ている。
　また、「ＭＲメールアドレス記憶部２２」も有し、この記憶部２２には、各ＭＲの端末
と通信するためのメールアドレスが記憶されている。
【００２７】
　この状態で、先ず、図８のステップ（以下「ＳＴ」とする。）１で、Ｂ医師が、図１に
示す「Ｂ医師端末２を介して、Ｗ製薬会社の管理サーバ１０にアクセスし、自己のＩＤと
パスワードを入力し、「Ｘ薬剤の説明会受講」の申し込みを実行する。
　すると、この「Ｘ薬剤の説明会受講」の申し込みがあった医師Ｂの医師ＩＤが図３の「
Ｘ薬剤説明会受講申込み情報記憶部２３」に記憶される。
　なお、使用に際し、医療従事者である例えば、医師やがん専門薬剤師等が基本説明を受
ける必要がある本発明の特殊薬剤（例えば、Ｘ薬剤）の使用には、上述のように、医師等
が製薬会社による説明会を受講する他、製薬会社・学会等からＸ薬剤の使用許諾を受ける
場合も含まれるが、本実施の形態では、医師等がＷ製薬会社から「Ｘ薬剤」の説明会を受
講する場合を例に説明する。
【００２８】
　次いで、ＳＴ２へ進む。ＳＴ２では、管理サーバ１０の図３の「Ｘ薬剤処方医師データ
生成処理部（プログラム）２４」が動作し、「Ｘ薬剤説明会受講申込み情報記憶部２３」
の医師ＩＤに基づき、「全国病院情報記憶部２１」を参照し、Ｂ医師の「Ｂ医師データ」
を生成し、図４の「医師データ記憶部３１」に記憶する。
　なお、「医師データ（例えば、Ｂ医師データ）」には、図４に示すように、当該医師、
例えば、Ｂ医師が所属する病院名、病院住所、病床数、診療科、Ｘ薬剤説明会受講有無、
担当ＭＲ等が記憶されている。
【００２９】
　次いで、ＳＴ３へ進む。ＳＴ３では、図４の「ＭＲ説明会指示処理部（プログラム）３
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２」が動作し、「Ｂ医師データ」の「担当ＭＲ（例えば、Ｚ）」の情報に基づき、「ＭＲ
メールアドレス記憶部２２」の担当ＭＲ（Ｚ）のメールアドレスを取得する。
　そして、同メールアドレスに「Ａ病院のＢ医師に「Ｘ薬剤の説明会」を実施するように
指示する旨のメールを送信する。
　したがって、Ｘ薬剤の説明会の説明が基本説明の一例となっている。
【００３０】
　このメールを図１のＢ医師端末２で受信したＭＲ（Ｚ）は、Ａ病院のＢ医師に面談し、
Ｘ薬剤の説明会を実施すると共に、Ｘ薬剤を投与する予定の患者、例えば、氏名は匿名で
、番号が「ＩＤ００１」の患者情報（例えば、服用期間、服用量、病状推移、副作用、担
当医師、自宅所在地区等）の提供を依頼する。
　この患者情報が、「特殊薬剤使用患者情報」の一例となっている。
【００３１】
　次いで、ＳＴ４へ進む。ＳＴ４では、ＭＲ（Ｚ）が自己の端末であるＭＲ（Ｚ）端末７
から管理サーバ１０にアクセスし、図４の「Ｂ医師データ」の「Ｘ薬剤説明会受講有無」
に「有り」のデータを入力する。
　したがって、Ｂ医師データが「既説明医療従事者情報」の一例となっており、図４の医
師データ記憶部３１が、「既説明医療従事者情報記憶部」の一例となっている。
【００３２】
　したがって、本実施の形態では、Ｘ薬剤の使用に必要な説明を受けた医師等の各種デー
タを医師データとして、管理サーバ１０に記憶させることができる。
【００３３】
　次いで、ＳＴ５へ進む。ＳＴ５では、「Ｂ医師端末２」又は「ＭＲ（Ｚ）端末７」から
患者情報の入力があったか否かを判断し、入力があったときは、Ｂ医師端末２又はＭＲ（
Ｚ）端末７から送信された患者情報等を「受信患者情報記憶部３３」に暫定的に記憶する
。
【００３４】
　次いで、ＳＴ７へ進む。ＳＴ７では、図４の「Ｘ薬剤服用患者データ生成処理部（プロ
グラム）３４」が動作し、「受信患者情報記憶部３３」の情報に基づき、当該患者、例え
ば、患者ＩＤ００１の「Ｘ薬剤服用Ｃ患者データ」（図５参照）を生成し、図５の「Ｘ薬
剤服用患者情報記憶部４１」に記憶する。
　すなわち、Ｘ薬剤服用患者情報記憶部４１が、特殊薬剤使用患者情報記憶部の一例とな
っている。
【００３５】
　このように、本実施の形態では、Ｘ薬剤を使用する患者（ＩＤ００１）の患者情報を管
理サーバ１０に蓄積することができる構成となっている。
【００３６】
　次いで、図９乃至図１１のフローチャートを用いて、上述のＡ病院でＢ医師より「Ｘ薬
剤」を投与されている患者（ＩＤ００１）が、自宅付近の病院に転院し、かつ、継続的に
Ｘ薬剤を使用することを希望し、この希望に基づき医師が所属する病院を紹介する例を以
下、説明する。
【００３７】
　先ず、図９のＳＴ１１で、Ｂ医師が、自己のＢ医師端末２を介して、管理サーバ１０に
，患者ＩＤ情報（００１）と共に「転院先紹介依頼」情報を送信する。
　例えば、ＩＤ００１の患者の自宅近くの病院で、Ｘ薬剤の投与を円滑に受けられる病院
の紹介依頼を送信する。
　なお、この「病院の紹介依頼」が転院希望情報の一例となっている。
【００３８】
　次いで、ＳＴ１２へ進む。ＳＴ１２では、管理サーバ１０は、受信した「患者ＩＤ情報
」例えば、ＩＤ００１を図５の「転院対象患者情報記憶部４２」に記憶する。
　次いで、ＳＴ１３へ進む。ＳＴ１３では、図５の「患者所在地区特定処理部（プログラ
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ム）４３」が動作し、図５の「転院対象患者情報記憶部４２」の「患者ＩＤ情報（００１
）」に基づき、図５の「Ｘ薬剤服用患者情報記憶部４１」を参照し、該当する「Ｘ薬剤服
用患者（ＩＤ００１）データ」を特定する。
　そして、当該患者（ＩＤ００１）の「自宅所在地区」情報を取得し、図５の「所在地区
情報記憶部４４」に記憶する。
【００３９】
　次いで、ＳＴ１４へ進む。ＳＴ１４では、図６の「基準範囲医師データ検索処理部（プ
ログラム）５１」が動作し、図４の「医師データ記憶部３１」を参照し、図５の「所在地
区情報記憶部４４」の「所在地区」の半径１０ｋｍ以内に住所がある病院（ただし、現在
治療を受けている病院（Ａ病院）を除く）に所属し、「Ｘ薬剤説明会受講」済みである「
医師データ（例えば、Ｄ医師データ、Ｆ医師データ等）」の有無を判断する。
　この「所在地区」の半径１０ｋｍ以内に住所がある病院が「地理的情報」の一例となっ
ている。
【００４０】
　次いで、ＳＴ１５へ進み、上述の条件に合致する「医師データ（例えば、Ｄ医師データ
、Ｆ医師データ等）」が存在すると判断されると、ＳＴ１６へ進む。
　ＳＴ１６では、該当する「医師データ（例えば、Ｄ医師データ、Ｆ医師データ等）」を
図６の「受講済み医師データ記憶部５２」に記憶する。
　この「受講済み医師データ記憶部５２」に記憶される医師データの医師が「希望合致医
療従事者」の一例である。
【００４１】
　したがって、管理サーバ１０は、当該患者（ＩＤ００１）の自宅所在地区付近、例えば
、半径１０ｋｍ内に存在する病院に所属し、「Ｘ薬剤説明会受講」済みである「医師デー
タ」を抽出し、記憶することができる。
【００４２】
　一方、図９のＳＴ１５で、存在しないと判断されたときは、ＳＴ１７へ進む。
　ＳＴ１７では、図６の「拡大範囲医師データ検索処理部（プログラム）５３」が動作し
、「医師データ記憶部３１」を参照し、図５の「所在地区情報記憶部４４」の「所在地区
」の半径２０ｋｍ以内に住所がある病院（ただし、現在治療を受けている病院を除く）に
所属し、「Ｘ薬剤説明会受講」済みである「医師データ（例えば、Ｄ医師データ、Ｆ医師
データ等）」の有無を判断する。
【００４３】
　すなわち、ＳＴ１４及びＳＴ１５より広い範囲の「医師データ」を検索する。これによ
り管理サーバ１０は、当該患者（ＩＤ００１）の自宅所在地区付近で、上記の半径１０ｋ
ｍより広い範囲で、かつ自宅所在地区付近の例えば、半径２０ｋｍ内に存在する病院に所
属し、「Ｘ薬剤説明会受講」済みである「医師データ」の有無を判断することができる。
【００４４】
　次いで、ＳＴ１８へ進み、半径２０ｋｍ以内に存在しないときは、当該患者（ＩＤ００
１）の自宅所在地区付近に該当する病院がないとして、終了する。
【００４５】
　一方、存在するときは、ＳＴ１６へ進み、管理サーバ１０は、当該患者（ＩＤ００１）
の自宅所在地区付近で、上記の半径１０ｋｍより広い範囲で、かつ自宅所在地区付近の例
えば、半径２０ｋｍ内に存在する病院に所属し、「Ｘ薬剤説明会受講」済みである「医師
データ」を抽出し、記憶することができる。
【００４６】
　次いで、ＳＴ１９へ進む。ＳＴ１９では、管理サーバ１０は、図６の「受講済み医師デ
ータ記憶部５２」に複数の医師データが存在するか否かを判断し、複数の医師データが存
在するときは、ＳＴ２０へ進む。
　ＳＴ２０では、図６の「医師データ優先順位生成処理部（プログラム）５４」が動作し
、図５の「Ｘ薬剤服用患者情報記憶部４１」の患者の「Ｘ薬剤服用患者（ＩＤ００２等）
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データ」を参照する。
　そして、図６の「受講済み医師データ記憶部５２」の医師が担当し、Ｘ薬剤を投与した
投与（服用）履歴情報（投与（服用）回数等）を抽出し、投与（服用）回数が多い順に「
受講済み医師データ記憶部５２」の「医師データ」に優先順位を付けて記憶する。
【００４７】
　したがって、この「投与（服用）履歴情報（投与（服用）回数等）」が「使用頻度情報
」の一例となっている。
【００４８】
　また、このように、「投与（服用）回数等」が多い順に医師に優先順位を付けることで
、後述するように、当該Ｘ薬剤の投与に熟練している医師を優先的に紹介することができ
る。
【００４９】
　次いで、ＳＴ２１へ進む。ＳＴ２１では、管理サーバ１０が「受講済み医師データ記憶
部５２」に同じ優先順位の「医師データ」が複数存在するか否かを判断する。
　すなわち、投与回数が同じ医師が存在するか否かを判断し、存在するときは、ＳＴ２２
へ進む。
　ＳＴ２２では、図６の「第２の医師データ優先順位生成処理部（プログラム）５５」が
動作し、図４の「医師データ記憶部３１」を参照し、同じ優先順位の「医師データ」の「
病院住所」と「所在地区情報記憶部」の「所在地区」の距離を比較し、直線距離が短い「
医師データ」の優性順位を上位にする。
【００５０】
　すなわち、ＳＴ２０で、同じ「投与（服用）回数等」で、優先順位が同じ医師が複数、
存在するときは、患者所在地区に近い順に優先順位を付し、後述するように、より患者の
自宅から近い病院に所属する医師を優先的に紹介する構成となっている。
【００５１】
　次いで、ＳＴ２３へ進む。ＳＴ２３では、図７の「ＭＲ端末打診依頼送信処理部（プロ
グラム）６１」が動作し、図６の「受講済み医師データ記憶部５２」を参照し、優先順位
が最も高い「医師データ」の「担当ＭＲ」を特定する。
　次いで、図３の「ＭＲメールアドレス記憶部２２」を参照し、「担当ＭＲ」のメールア
ドレスを取得し、「当該患者（ＩＤ００１）の受け入れが可能か否かの打診依頼」を当該
ＭＲの端末（「ＭＲ（Ｙ）端末８」）に送信し、当該「医師データ」に処理済みのフラグ
を付する。
【００５２】
　この打診依頼メールを受信した例えば、図１の「ＭＲ（Ｙ）端末８」の所持者であるＭ
Ｒ（Ｙ）は、自己の担当の医師、例えば、Ｅ病院のＤ医師等を訪問し、Ａ病院に入院中の
患者（ＩＤ００１）の受け入れが可能か否かを打診し、その結果を自己の「ＭＲ（Ｙ）端
末８」を介して管理サーバ１０へ送信する。
【００５３】
　ＳＴ２４で、「ＭＲ（Ｙ）端末８」から受け入れ可能の情報を入力されたか否かを判断
し、受け入れ可能でない場合は、ＳＴ２５へ進む。
　ＳＴ２５では、図６の「受講済み医師データ記憶部５２」を参照し、処理済みフラグが
付されていない「医師データ」が存在するか否かを判断し、ＳＴ２６で、存在すると判断
されたときは、ＳＴ２７へ進む。
【００５４】
　ＳＴ２７では、図７の「第２のＭＲ端末打診依頼送信処理部（プログラム）６２」が動
作し、「受講済み医師データ記憶部５２」を参照し、「処理済みフラグ」が付されていな
い「医師データ」のうち、優先順位が最も高い「医師データ」の「担当ＭＲ」を特定する
。
　次いで、「ＭＲメールアドレス記憶部２２」を参照し、「担当ＭＲ」のメールアドレス
を取得し、「当該患者（ＩＤ００１）」の受け入れが可能か否かの打診依頼」を当該ＭＲ
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の端末に送信し、当該「医師データ」に処理済みのフラグを付する。
【００５５】
　したがって、本実施の形態では、当該患者（ＩＤ００１）の希望により適っている優先
順位の高い「医師データ」の順に「転院受け入れの打診」を自動的に行うことができる構
成となっている。
【００５６】
　ＳＴ２４で、管理サーバ１０が、受け入れ可能の情報を受信したときは、ＳＴ２８へ進
む。
　ＳＴ２８では、図７の「患者情報送信処理部（プログラム）６３」が動作し、図５の「
Ｘ薬剤服用患者情報記憶部４１」の当該患者（ＩＤ００１）の「Ｘ薬剤服用患者（ＩＤ０
０１）データ」を、受け入れ可能な医師の医師端末、例えば、図１の「Ｄ医師端末４」等
に送信する。
　なお、本実施の形態と異なり、当該医師の所属する病院の端末に上記「Ｘ薬剤服用患者
（ＩＤ００１）データ」を送信する構成としても構わない。
【００５７】
　これにより、当該患者（ＩＤ００１）を受け入れる医師Ｄ等に当該Ｘ薬剤の服用履歴や
副作用の発現等の情報を速やかに提供することができる。
　このように、本実施の形態では、患者（ＩＤ００１）の転院希望情報（例えば、自宅所
在地区近くの病院の医師）に基づいて、希望に合致する医師や病院を迅速且つ精度良く特
定することができる。
　また、患者（ＩＤ００１）の条件に合致した医師を担当するＭＲの端末に受入依頼情報
を送信し、ＭＲが医師等に、患者の受入が可能か否かを打診させるので、受け入れ打診を
確実に行うことができる。
　したがって、本発明は、Ｗ製薬会社による説明を受講する必要のある特殊な薬剤である
Ｘ薬剤等あっても、かかる薬剤の説明の受講歴がある医師を速やかに紹介し、その受入可
能性を迅速に打診させることができる。
【００５８】
　なお、本発明は上述の実施の形態に限らない。
【符号の説明】
【００５９】
　１・・・地域医療連携システム、２・・・Ｂ医師端末、３・・・Ｇがん専門薬剤師端末
、４・・・Ｄ医師端末、５・・・Ｈがん専門薬剤師端末、６・・・インターネット網、７
・・・ＭＲ（Ｚ）端末、８・・・ＭＲ（Ｙ）端末、９ａ、９ｂ・・・基地局、１０・・・
管理サーバ、１１・・・制御部、１２・・・通信装置、１３・・・ディスプレイ、１４・
・・各種情報入力装置、２０・・・第１の各種情報記憶部、２１・・・全国病院情報記憶
部、２２・・・ＭＲメールアドレス記憶部、２３・・・Ｘ薬剤説明会受講申込み情報記憶
部、２４・・・Ｘ薬剤処方医師データ生成処理部（プログラム）、３０・・・第２の各種
情報記憶部、３１・・・医師データ記憶部、３２・・・ＭＲ説明会指示処理部（プログラ
ム）、３３・・・受信患者情報記憶部、３４・・・Ｘ薬剤服用患者データ生成処理部（プ
ログラム）、４０・・・第３の各種情報記憶部、４１・・・Ｘ薬剤服用患者情報記憶部、
４２・・・転院対象患者情報記憶部、４３・・・患者所在地区特定処理部（プログラム）
、４４・・・所在地区情報記憶部、５０・・・第４の各種情報記憶部、５１・・・基準範
囲医師データ検索処理部（プログラム）、５２・・・受講済み医師データ記憶部、５３・
・・拡大範囲医師データ検索処理部（プログラム）、５４・・・医師データ優先順位生成
処理部（プログラム）、５５・・・第２の医師データ優先順位生成処理部（プログラム）
、６０・・・第５の各種情報記憶部、６１・・・ＭＲ端末打診依頼送信処理部（プログラ
ム）、６２・・・第２のＭＲ端末打診依頼送信処理部（プログラム）、６３・・・患者情
報送信処理部（プログラム）
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